
 

 

 

 

 

 

 

 

令和 7年度和歌山県立図書館資料（逐次刊行物） 

納入業務に係る一般競争入札説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山県立図書館 



入札説明書（逐次刊行物） 

 

令和 7 年度和歌山県立図書館資料（逐次刊行物）納入業務に係る一般競争入札については、

関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

入札に参加する者は、下記事項を了知のうえ入札しなければならない。なお、入札後に仕様

等において、不知又は不明を理由とした異議を申し立てることはできない。 

１ 公告日 令和 7 年２月１4 日（金） 

２ 一般競争入札に付する事項 

（１）事業年度 

令和 7 年度 

（２）調達物品の名称及び数量 

和歌山県立図書館納入資料（逐次刊行物） 一式 

（３）調達物品の仕様等 

仕様書による。 

（４）納入場所 

   和歌山市西高松一丁目７番３８号 

和歌山県立図書館（以下、「県立図書館」という。） 

田辺市新庄町 3353 番地の 9 

和歌山県立紀南図書館（以下、「紀南図書館」という。） 

（５）納入期間 

   令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで 

（６）契約期間 

  令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年３月 31 日まで 

３ 入札参加資格 

 入札公告の 2「一般競争入札に参加する者に必要な資格」に規定する和歌山県立図書館資料

（逐次刊行物）納入業務に係る一般競争入札参加資格を有すること。 

４ 入札説明書に対する質問の受付及び回答 

（１）入札説明書に対して質問のある者は、令和 7 年 2 月 14 日（金）から同年 2 月 21 日

（金）までの月曜日を除く日の午前 9 時 30 分から午後 5 時までの間に、県立図書館

資料課に対して書面等（ファクシミリを含む）により受け付ける。 

（２）質問に対する回答は、質問を受理した日から２日（月曜日を含まない。）以内に、フ

ァクシミリにより行う。 

５ 入札の場所及び日時 

（１）入札場所及び日時 

ア  入札場所 

  和歌山市西高松一丁目７番３８号 

県立図書館１階 総務課会議室 

    イ  入札日時 

      令和 7 年３月 19 日（水）午後２時 

（２）（１）の入札執行に当たっては、入札参加者は、本県より一般競争入札の参加資格

があることを確認された旨の通知書の写しを持参すること。 

（３）郵便により入札書の提出を行う者は、書留郵便により一般競争入札の参加資格があるこ

とを確認された旨の通知書の写しを同封のうえ、令和 7 年 3 月 18 日（火）午後 5 時まで



に県立図書館資料課に必着するように行わなければならない。 

６  入札方法 

（１）入札は、入札書（別紙１）に入札する事項を記載して行うこと。 

（２）資料の本体価格（消費税及び地方消費税相当額を含まない金額）に対する納入率で入札す

ること。 

（３）入札者は、小数点第１位までの率を入札書に記載すること。 

（４）代理人が入札する場合は、委任状（別紙２）を入札前までに代理人が持参して提出するこ

と。なお、この場合において、入札書には、入札者の氏名（法人の場合は名称又は商号及

び代表者の氏名）、代理人であることの表示及び代理人の氏名を記載して、当該代理人の

押印をすること。 

（５）入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について

押印をしなければならない。ただし、入札書の入札数値は、訂正することができない。 

（６）入札書は、封筒に入れ封印をし、封皮に入札者の氏名（法人の場合は名称又は商号）、事

業年度、調達物品及び数量を表示しなければならない。 

（７）入札書を入札箱に投函した後は、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができな

い。 

７ 入札の延期又は取り止め等 

（１）天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取り止めること

がある。 

（２）入札者が相連合し、又は不穏当な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行すること

ができない状態にあると認めたときは、入札を延期し、又は取り止めることがある。 

８ 入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金 

ア 入札に参加しようとする者は、納入資料予定金額（消費税及び地方消費税相当額を含

む。）の１００分の５以上の額の入札保証金又はこれに代わる担保を入札場所において、

５の（１）のイに掲げる入札日時の３０分前までに納付し、又は提供すること。 

イ 郵便により入札書の提出を行う者には、入札の意志を確認後、納付書を郵送するので、

必要事項を記入のうえ、納付すること。また、この者は、納付後銀行の確認印が押印され

た控えの写しを入札書に添え、入札を行うこと。 

ウ 次の場合は、入札保証金の納付が免除される。 

ただし、入札保証金の免除を申し出る場合は、（ア）については５の（１）のイに掲げ

る入札日時の１０分前までに、（イ）については令和 7 年 3 月 7 日（金）午後５時までに

書面により行い、確認を受けること。 

（ア）保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出

する場合。 

（イ）過去２箇年の間に国（独立行政法人等を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模を

ほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行

したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる

ことが確認できる書面（別紙３）を提出する場合。 

（２）契約保証金 

契約を締結する者は、納入資料（逐次刊行物）予定金額（消費税及び地方消費税相当額を

含む。）の１００分の１０以上の額の契約保証金又はこれに代わる担保を納付し、又は提供

すること。 



ただし、次の場合は、契約保証金の納付が免除される。 

ア 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出

する場合 

イ （１）のウ（イ）の場合（別紙４） 

９ 入札の無効 

次の各号に該当する入札は、無効とする。 

（１）入札参加資格のない者がした入札 

（２）委任状を持参しない代理人のした入札 

（３）所定の時刻までにされなかった入札 

（４）入札者又は代理人が２以上の入札をした場合のそのいずれもの入札 

（５）代理人が２以上の者の代理人をした場合のそのいずれもの入札 

（６）入札者が同一事項の入札について他の入札者の代理をした場合のそのいずれもの入札 

（７）明らかに連合その他の不正な行為によってなされたと認められる入札 

（８）記名押印を欠いた入札書による入札 

（９）数値を訂正した入札書による入札 

（１０）誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札書による入札 

（１１）その他の入札に関する条件に違反した入札 

１０ 開札の場所及び日時等 

（１）開札の場所及び日時 

ア 開札場所 

５の（１）のアに同じ。 

イ 開札日時 

５の（１）のイに同じ。 

（２）開札には、県立図書館の職員が立ち会うものとする。 

１１ 落札者の決定の方法 

（１）予定納入率の範囲内で最低の納入率をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

（２）落札者となるべき同率の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にく

じを引かせて、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開

札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事

務に関係のない県立図書館の職員にくじを引かせるものとする。 

１２ 再度入札 

（１）開札の結果、予定の範囲内の納入率の入札がないときは、直ちに出席者をもって再度

入札を行う。この場合において、入札の回数は最初の入札を含め最高３回までとする。 

なお、入札書及び入札書を入れる封筒は、再度入札の場合必要となるので、最初の入

札を含め３通用意すること。 

（２）次のア又はイに該当する入札をした者は、再度入札に参加することができない。 

ア 前回の入札において、９の（１）から（７）までと（１１）のいずれかに該当する入

札 

イ 前回の入札における最低納入率以上の入札 

（３）第１回の入札において落札者が決定しなかった場合において、郵便により入札を行っ

た者で５の（１）に規定する日時に入札の場所に出席していない者は、第２回以降の入札

には、参加できないものとする。 

１３ 契約書の要否 



要 

１４ 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否 

否 

１５ 支払状況 

（１）見積書提出分の資料が完納し確認を受けた後、県に請求書を提出することができる。 

（２）適法な支払請求書を受理した日から３０日以内に支払うものとする。 

１６ その他 

（１）当該調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

ア 名称 

県立図書館資料課 

イ  所在地 

和歌山市西高松一丁目７番３８号 

郵便番号   ６４１－００５１ 

電話番号   ０７３－４３６－９５２０ 

ＦＡＸ番号 ０７３－４３６－９５１１ 

（２）契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

（３）装備、輸送料、関税、納入場所渡し等に要する一切の諸経費は納入業者が負担するもの

とする。 

（４）この入札は、令和 7 年２月和歌山県議会定例会において、令和 7 年度和歌山県当初予

算案が議決されなかった場合は、中止、延期又は変更するものとする。 


